
三大疾病にも備える終身保険
上皮内がんも保障します

を適用することで上皮内新生物保障特則

[引受保険会社]

●本資料は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を
ご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

●本商品のご検討・お申し込みに際しましては、必ず「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●本商品はネオファースト生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
●株式会社みずほ銀行はネオファースト生命の募集代理店です。

重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）兼

商品パンフレット

[募集代理店]

＜低解約返戻金型特定疾病保障終身保険＞

終身保険
2022年4月版

契約年齢：20歳～85歳

非喫煙者割引特約あります。

ネオファースト生命は第一生命グループの生命保険会社です。

[引受保険会社][募集代理店]

＜Webサイト＞ 
https://neofirst.co.jp ネオファースト生命 検 索

　

ご検討にあたってご確認いただきたいこと 必ずお読みください。

「契約概要」は保険商品の内容に関する重要事項を、「注意喚起情報」はご契約に関して特にご注意、ご確認いただきたい事項の
概略を記載しています。また、「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項について記載したものです。必ずご確認く
ださい。
なお、商品のご検討にあたっては、これらをご覧いただくとともに販売資格を持つみずほ銀行の生命保険募集人にご相談ください。

お申し込みの際は「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を
必ずご確認ください。

・本商品は、みずほ銀行を募集代理店とするネオファースト生命の商品であり、契約の主体はお客さまとネオファースト生命になります。
・本商品は生命保険であり、預金・投資信託・金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象とはな
りません。また、元本の保証はありません。
・本商品に関するお客さまのお取引が、みずほ銀行におけるお客さまに関する他の業務やお取引に影響を与えることはありません。
・保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては本商品をお申し込みいただけない場合があります。
・保険料を借入金で調達した場合、解約時の解約返戻金額等が借入金の元利合計金額を下回り、借入金を返済できなくなること
があります。よって、保険料に充当するための借り入れを前提としたお申し込みはお取り扱いできません。

募集代理店（みずほ銀行）からのお知らせ

募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、契約締結の媒介をすることが役割であり、契約締結の代理権や告知の受領権はあり
ません。従って、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してネオファースト生命が承諾したときに有効に成立しま
す。なお、取扱者（代理店の生命保険募集人）の身分・権限等に関しまして、確認をご要望の場合には、ネオファースト生命コンタ
クトセンターまでご連絡ください。

生命保険募集人について

0120-312-201
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター

［受付時間］9：00～17：00（日・祝日・年末年始を除く）
※詳細は当社Webサイトをご確認ください。

ご不明点がございましたら
こちらまでお問い合わせください。

Webサイト https://neofirst.co.jp　

本資料は2022年4月時点の重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレットです（出典元の資料は2018年11月1日時点のものを使用しています）。

ネオファースト生命は「一生涯のパートナー」を経営理念とする第一生命グルー
プの一員として、お客さまの安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献して
いくというグループ統一のミッションはそのままに、新たなお客さま満足の創造と
社会からの信頼と敬愛の確保、経営品質の向上等に努めていきます。

ネオファースト生命について

第一生命グループでは保険ビジネス（Insurance）とテクノロジー（Technology）の両面から生命保険事業
独自のイノベーションを創出する取組みを“InsTech”（インステック）と銘打ち、最優先の戦略課題として
グループ全体で推進しています。その一環として第一生命が持つ約1,000万人のお客さま情報を含む医療
ビッグデータ等の解析等を行い、更なるリスク細分化型の商品や、ご加入者の健康増進の取組みの促進につな
がり、健康寿命の延伸に貢献できるような新たな商品の開発を進めています。

InsTech（インステック）について

お問い合わせは店舗またはフリーダイヤルへ

受付時間：平日  9時00分～17時00分
12月31日～1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません

-855-5190120

M0023-05　（登）B21N1403（2021.12.15）　営業業務部　’21年12月作成
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上皮細胞

境界となる膜
間質細胞（組織）

！
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万一の場合には死亡保険金を、所定のがん・急性
心筋梗塞・脳卒中による所定の状態になった場合
には特定疾病保険金をお受け取りいただけます。

所定の基準を満たした場合、非喫煙者保険料率が適用され、たばこを
吸われる方より保険料が割り引きされます。

いずれかの保険金をお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。保険金のお支払事由に
ついてはＰ.４および「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

喫煙状況確認のため、告知に加えて所定の検査を行い、ネオファースト生命の定める基準を満たして
いる必要があります。！

保険料払込期間・低解約返戻金期間　　（30年間）

一
生
涯
保
障

！

[イメージ図] 非喫煙者割引特約ありの場合を表示しています。　  なお、解約返戻金・返戻率・払込保険料累計額の推移はあくまで一例です。

＜ご加入条件＞

契約年齢＊1
（被保険者）

保険期間

保険金額

保険料払込方法

保険料払込期間

50万円～3,000万円＊4

月払、年払＊3

終身払、
30歳～90歳払込満了＊2

終身

20歳～85歳（満年齢）

＊1 未成年者が契約者となる契約はお取り扱いできません。
＊2 保険料払込期間満了まで10年以上が必要です。
＊3 半年払・保険料の前納のお取り扱いはありません。
＊4 10万円単位で設定できます。 60歳

（払込満了）
30歳

（ご契約）

万一のときだけでなく三大疾病（所定のがん・
急性心筋梗塞・脳卒中）にも備えられます。

【ご契約例】
●契約年齢（被保険者）：30歳　　　  ●男性　  
●保険金額：100万円　  　　　　    ●保険期間：終身　  

●保険料払込期間：60歳払込満了　  
●上皮内新生物保障特則適用なし

●月払保険料：非喫煙者割引特約ありの場合 2,773円
　　　（参考） 非喫煙者割引特約なしの場合 2,864円 22
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＊5 返戻率は、小数点以下第二位切り捨てのうえ表示しています。

の特徴

＜解約返戻金について＞
・解約返戻金は、年齢・性別・経過年月数・払込年月数など によって異なります。保険料払込期間満了後に解約した場合でも、解約返戻金が払込保険料累計額を下回る（＝返戻率が100％を超
えない）ことがあります。特に、契約後短期間で解約する 場合の解約返戻金は、まったくないか、あるとしてもごくわずかとなります。
・保険料払込期間中の解約返戻金は、解約返戻金を低く 設定しない場合の７０％となります。
・解約した場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくな ります。
＜払込保険料累計額について＞
・契約年齢および保険料払込期間などによって、払込保 険料累計額が保険金額を上回る場合があります。

50万円～300万円＊4
上皮内新生物保障特則適用時

1年間たばこを吸っていない方は
たばこを吸っている方に比べて、
保険料が割り引きされます。

上皮内新生物保障特則を
適用することで、上皮内がん
にも備えられます。

「所定のがん」と「上皮内がん（上皮内新生物）」
○子宮頸部の場合
　（部位によって上皮内がんの定義は異なります）

がん細胞はあるものの上皮内にとどまり、境界となる膜（基底膜）を破って
浸潤していない状態です。一般的に転移もしません。

がん細胞が、境界となる膜（基底膜）を破って浸潤している状態です。
血液などの流れにのって、がんが別の臓器に転移する可能性があります。

上皮内がん
（上皮内新生物）

所定のがん
（悪性新生物）

さらに

！死亡保険金
または

特定疾病保険金

100万円

11
解約返戻金解約返戻金

40歳時
 解約返戻金222,100円
（返戻率66.7％＊5）

50歳時
 解約返戻金445,900円
（返戻率67.0%＊5）

60歳時
 解約返戻金967,500円
（返戻率96.9％＊5）

70歳時
 解約返戻金978,800円
（返戻率98.0％＊5）

31歳時
解約返戻金0円
31歳時
解約返戻金0円

40歳時
払込保険料累計額
332,760円

40歳時
払込保険料累計額
332,760円

50歳時
払込保険料累計額
665,520円

50歳時
払込保険料累計額
665,520円 60歳時

払込保険料累計額
998,280円

60歳時
払込保険料累計額
998,280円

払込保険料累計額

33歳時33歳時
 解約返戻金38,600円
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ネオトリプルなら
三大疾病に備えられます。

三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）
についてご存知ですか？

【ご契約例】 　●契約年齢（被保険者）：30歳　 ●男性　 ●保険金額：100万円　 ●保険料払込期間：60歳払込満了    
　　　　　　 ●非喫煙者割引特約付加　 ●上皮内新生物保障特則適用なし　 ●月払　 ●保険料：2,773円

1
2
3
4
5
10
15
20

経過年数
（年）

払込保険料累計額
●（円）A

解約返戻金＊2
●（円）B

33,276
66,552
99,828
133,104
166,380
332,760
499,140
665,520

払込保険料累計額・解約返戻金・返戻率の推移

0
12,500
38,600
64,800
90,900
222,100
333,800
445,900

返戻率＊3
●／●（％）AB

25
30
35
40
45
50
55
60

経過年数
（年）

払込保険料累計額
●（円）A

解約返戻金＊2
●（円）B

831,900
998,280
998,280
998,280
998,280
998,280
998,280
998,280

559,700
967,500
973,400
978,800
983,600
987,600
991,000
993,800

返戻率＊3
●／●（％）AB

0.0
18.7
38.6
48.6
54.6
66.7
66.8
67.0

67.2
96.9
97.5
98.0
98.5
98.9
99.2
99.5

＜保障内容＞

三
大
疾
病
に
か
か
る
と
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
も…

●保険金のお支払いは1回限りです。死亡保険金、特定疾病保険金いずれかの保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなく
なります。
●保険金のお支払いの対象にならない場合があります。保険金のお支払いなどの詳細については「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」
「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。
●上皮内新生物保障特則を適用する場合、保険料は上皮内新生物保障特則を適用しない場合よりも高くなります。

＊2 解約返戻金は、年単位の契約応当日に解約した場合の金額です。
＊3 返戻率は、小数点以下第二位切り捨てのうえ表示しています。
●ご契約を途中で解約すると解約返戻金は多くの場合、払込保険料累計額より少ない金額になります。
●解約返戻金は、年齢・性別・経過年月数・払込年月数などによって異なります。　
●解約した場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
●契約年齢および保険料払込期間などによって、払込保険料累計額が保険金額を上回る場合があります。

死亡されたとき

一
生
涯
保
障

がん
初めて所定のがんと診断確定されたとき

急性心筋梗塞
約款所定の状態が30日以上継続
または手術を受けられたとき
※詳細については「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」
「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

脳卒中
約款所定の状態が30日以上継続
または手術を受けられたとき
※詳細については「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」
「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

三大
疾病
三大
疾病

（死亡保険金）
万一万一

特定疾病
保険金

※詳細については「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」
「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 ＊1

［上皮内新生物保障特則を適用した場合］
初めて上皮内がんまたは皮膚の悪性黒色腫以外
の皮膚がんと診断確定されたとき

さらに

～

左記のいずれかに
該当した場合

50万円

3,000万円

一時金として

※契約時に保険金額を設定
いただきます。

上皮内新生物保障
特則を適用したご
契約は300万円が
上限となります。

＊1

ただし責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定
されたときなど、お支払の対象とならない場合があります。

がん(悪性新生物)＋上皮内がん
急性心筋梗塞
脳卒中

三大疾病合計

163.6万人
3.3万人

104.0万人
270.9万人

総患者数

（くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞の合計）

三大疾病
合計で

約40％
その他 ※脳卒中はくも膜下出血、脳内出血、脳梗塞の合計

出典：厚生労働省  平成29年「人口動態統計」

●日本人の死因における三大疾病の占率

がん（悪性新生物）

脳卒中

急性心筋梗塞

27.8％
7.9％
2.6％

三大疾病は、死因の約4割を占めている病気です。

出典：厚生労働省 平成26年「患者調査」

●三大疾病の患者数

約1/4が
三大疾病

出典：厚生労働省  平成28年「国民生活基礎調査の概況」

出典：厚生労働省  平成26年「患者調査」

三大疾病
 合計24.9％

脳血管疾患（脳卒中）

悪性新生物（がん） 

心疾患（心臓病）

18.4%

2.7%
3.8%

高齢による
衰弱 12.1%

認知症
24.8％

骨折・転倒
10.8%

関節疾患
7.0%

その他
20.5%

三大疾病合計で270万人を超えています。

要介護の原因の約1/4は三大疾病によるものです。

●退院患者の平均在院日数

●要介護者の介護が必要となった原因

脳卒中

脳内出血

がん(悪性新生物）

127.4日
（日）
150

100

50

0

脳梗塞

90.6日
くも膜下出血

119.6日

19.9日 19.9日
急性心筋梗塞

三大疾病の中には入院期間が長期におよぶものもあります。
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非喫煙者割引特約あり契
約
年
齢（
歳
）

（単位：円）

お取り扱いして
おりません。

お取り扱いして
おりません。

お取り扱いして
おりません。

お取り扱いして
おりません。

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則あり

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則なし

非喫煙者割引特約なし

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則あり

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則なし

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

非喫煙者割引特約あり契
約
年
齢（
歳
）

（単位：円）

お取り扱いして
おりません。

お取り扱いして
おりません。

お取り扱いして
おりません。

お取り扱いして
おりません。

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則あり

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則なし

非喫煙者割引特約なし

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則あり

終身 65歳 60歳
保険料払込期間

上皮内新生物保障特則なし

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

男 性 女 性

1,495
1,529
1,562
1,598
1,635
1,673
1,714
1,756
1,799
1,846
1,894
1,944
1,998
2,053
2,112
2,173
2,237
2,304
2,375
2,450
2,528
2,611
2,697
2,789
2,885
2,987
3,094
3,206
3,324
3,448
3,578
3,718
3,866
4,024
4,193
4,371
4,558
4,754
4,959
5,174
5,399
5,636
5,889
6,160
6,448
6,757
7,086
7,439
7,818
8,225
8,663
9,133
9,632
10,158
10,708
11,314
11,960
12,650
13,390
14,187
15,047
15,977
16,980
18,042
19,185
20,416

1,837
1,886
1,937
1,991
2,048
2,108
2,171
2,238
2,308
2,383
2,463
2,548
2,637
2,733
2,835
2,944
3,061
3,187
3,321
3,466
3,623
3,793
3,977
4,177
4,396
4,637
4,902
5,194
5,519
5,882
6,292
6,758
7,295
7,921
8,658
9,537

2,031
2,091
2,155
2,221
2,292
2,365
2,444
2,529
2,619
2,715
2,817
2,927
3,045
3,172
3,309
3,456
3,616
3,791
3,980
4,188
4,417
4,669
4,949
5,262
5,613
6,009
6,460
6,978
7,579
8,286
9,132

1,412
1,442
1,473
1,504
1,538
1,573
1,609
1,647
1,686
1,728
1,771
1,816
1,863
1,912
1,964
2,017
2,074
2,133
2,195
2,261
2,329
2,401
2,476
2,555
2,638
2,725
2,817
2,913
3,015
3,123
3,236
3,356
3,484
3,619
3,762
3,913
4,071
4,237
4,411
4,594
4,788
4,994
5,212
5,443
5,689
5,951
6,230
6,527
6,847
7,191
7,561
7,960
8,386
8,836
9,312
9,830
10,383
10,977
11,617
12,310
13,060
13,873
14,746
15,696
16,731
17,865

1,800
1,848
1,898
1,951
2,006
2,064
2,126
2,191
2,259
2,332
2,409
2,491
2,578
2,671
2,770
2,876
2,989
3,110
3,240
3,381
3,533
3,696
3,875
4,069
4,281
4,514
4,771
5,055
5,372
5,728
6,130
6,589
7,116
7,731
8,454
9,317

2,002
2,060
2,122
2,187
2,257
2,329
2,407
2,490
2,578
2,672
2,773
2,881
2,996
3,120
3,254
3,399
3,556
3,727
3,913
4,116
4,340
4,588
4,863
5,169
5,513
5,903
6,346
6,857
7,451
8,151
8,990

1,676
1,717
1,760
1,804
1,851
1,899
1,950
2,004
2,060
2,120
2,182
2,248
2,316
2,388
2,465
2,546
2,630
2,720
2,814
2,915
3,021
3,132
3,250
3,376
3,508
3,649
3,799
3,956
4,124
4,299
4,485
4,682
4,893
5,120
5,363
5,626
5,906
6,204
6,520
6,855
7,211
7,591
8,002
8,452
8,967
9,527
10,143
10,828
11,561
12,335
13,140
13,966
14,811
15,692
16,644
17,778
19,005
20,334
21,770
23,324
25,006
26,824
28,790
30,915
33,210
35,686

1,913
1,967
2,022
2,080
2,141
2,206
2,274
2,346
2,423
2,504
2,591
2,682
2,780
2,883
2,994
3,112
3,239
3,375
3,520
3,678
3,848
4,031
4,229
4,445
4,681
4,940
5,225
5,538
5,884
6,269
6,700
7,188
7,747
8,395
9,157
10,065

2,093
2,156
2,222
2,292
2,366
2,445
2,528
2,617
2,712
2,813
2,921
3,037
3,162
3,295
3,439
3,595
3,764
3,948
4,148
4,366
4,606
4,870
5,164
5,491
5,856
6,270
6,740
7,278
7,901
8,630
9,497

1,581
1,618
1,657
1,697
1,739
1,782
1,829
1,876
1,927
1,979
2,034
2,092
2,153
2,217
2,284
2,354
2,428
2,507
2,589
2,675
2,766
2,862
2,963
3,070
3,184
3,302
3,429
3,563
3,704
3,854
4,012
4,181
4,359
4,550
4,753
4,970
5,201
5,446
5,710
5,991
6,291
6,611
6,953
7,317
7,721
8,147
8,605
9,098
9,630
10,202
10,820
11,486
12,207
12,985
13,828
14,739
15,727
16,797
17,958
19,217
20,583
22,066
23,676
25,425
27,325
29,388

1,867
1,918
1,971
2,027
2,086
2,148
2,214
2,283
2,357
2,435
2,518
2,606
2,698
2,798
2,904
3,017
3,138
3,268
3,408
3,557
3,719
3,894
4,083
4,289
4,514
4,761
5,034
5,334
5,668
6,041
6,460
6,936
7,482
8,115
8,858
9,743

2,056
2,117
2,182
2,250
2,323
2,399
2,480
2,568
2,660
2,758
2,864
2,977
3,097
3,227
3,368
3,519
3,683
3,862
4,056
4,269
4,502
4,759
5,044
5,362
5,719
6,122
6,580
7,107
7,719
8,437
9,295

1,398
1,428
1,459
1,490
1,522
1,556
1,591
1,627
1,665
1,703
1,744
1,784
1,827
1,870
1,915
1,960
2,009
2,058
2,111
2,165
2,221
2,280
2,342
2,405
2,469
2,536
2,604
2,674
2,749
2,825
2,905
2,988
3,076
3,169
3,267
3,370
3,480
3,595
3,718
3,849
3,988
4,137
4,298
4,470
4,658
4,859
5,073
5,300
5,537
5,785
6,049
6,334
6,642
6,983
7,356
7,775
8,220
8,701
9,216
9,768
10,360
10,993
11,671
12,439
13,278
14,194

1,854
1,905
1,959
2,015
2,073
2,134
2,199
2,267
2,339
2,415
2,496
2,580
2,668
2,762
2,861
2,966
3,079
3,199
3,330
3,470
3,620
3,783
3,960
4,150
4,357
4,584
4,831
5,104
5,408
5,748
6,132
6,570
7,074
7,660
8,352
9,180

2,055
2,117
2,183
2,252
2,324
2,401
2,483
2,569
2,661
2,759
2,863
2,975
3,092
3,218
3,353
3,498
3,656
3,827
4,014
4,218
4,443
4,692
4,966
5,271
5,612
5,997
6,434
6,935
7,518
8,205
9,026

1,320
1,347
1,375
1,404
1,435
1,466
1,498
1,532
1,566
1,603
1,640
1,678
1,719
1,759
1,802
1,847
1,892
1,940
1,989
2,040
2,091
2,145
2,201
2,258
2,316
2,378
2,440
2,504
2,571
2,640
2,713
2,789
2,868
2,952
3,040
3,133
3,231
3,335
3,445
3,561
3,685
3,817
3,957
4,109
4,272
4,447
4,634
4,834
5,047
5,273
5,515
5,776
6,061
6,375
6,718
7,095
7,501
7,939
8,406
8,910
9,454
10,044
10,698
11,423
12,220
13,097

1,805
1,854
1,907
1,961
2,018
2,079
2,143
2,210
2,281
2,355
2,434
2,518
2,606
2,700
2,799
2,905
3,018
3,139
3,269
3,408
3,557
3,718
3,892
4,080
4,284
4,508
4,753
5,024
5,325
5,663
6,045
6,480
6,982
7,566
8,254
9,079

2,008
2,068
2,132
2,200
2,272
2,348
2,428
2,513
2,604
2,700
2,804
2,913
3,031
3,157
3,293
3,439
3,597
3,769
3,956
4,159
4,383
4,629
4,900
5,203
5,541
5,923
6,357
6,856
7,435
8,118
8,937

1,542
1,577
1,613
1,649
1,687
1,725
1,765
1,807
1,851
1,897
1,945
1,995
2,046
2,098
2,154
2,211
2,270
2,331
2,396
2,463
2,533
2,604
2,678
2,754
2,834
2,916
3,002
3,092
3,187
3,288
3,394
3,507
3,628
3,757
3,894
4,040
4,195
4,360
4,535
4,721
4,918
5,127
5,351
5,594
5,858
6,145
6,454
6,782
7,127
7,490
7,875
8,292
8,750
9,260
9,828
10,453
11,140
11,884
12,687
13,553
14,491
15,505
16,598
17,768
18,865
20,262

1,917
1,971
2,026
2,084
2,143
2,206
2,271
2,341
2,415
2,493
2,576
2,663
2,756
2,853
2,957
3,066
3,183
3,308
3,442
3,587
3,740
3,906
4,084
4,277
4,485
4,712
4,962
5,239
5,547
5,893
6,285
6,733
7,250
7,852
8,562
9,412

2,113
2,178
2,246
2,316
2,389
2,467
2,549
2,637
2,731
2,831
2,937
3,051
3,172
3,303
3,441
3,591
3,753
3,928
4,120
4,329
4,557
4,807
5,083
5,389
5,731
6,116
6,554
7,057
7,643
8,334
9,163

1,449
1,481
1,514
1,548
1,583
1,620
1,658
1,697
1,738
1,782
1,826
1,872
1,921
1,971
2,023
2,077
2,133
2,191
2,251
2,313
2,376
2,441
2,509
2,578
2,650
2,725
2,802
2,884
2,970
3,060
3,155
3,257
3,365
3,480
3,602
3,730
3,867
4,013
4,166
4,328
4,499
4,681
4,874
5,081
5,306
5,549
5,812
6,093
6,394
6,716
7,062
7,440
7,856
8,318
8,827
9,387
9,998
10,657
11,365
12,130
12,958
13,857
14,831
15,884
16,930
18,206

1,857
1,908
1,962
2,018
2,078
2,139
2,205
2,274
2,347
2,424
2,506
2,593
2,684
2,782
2,885
2,995
3,112
3,237
3,370
3,513
3,665
3,828
4,004
4,193
4,399
4,624
4,872
5,146
5,451
5,794
6,183
6,627
7,140
7,739
8,444
9,289

2,056
2,118
2,183
2,253
2,326
2,403
2,485
2,572
2,666
2,764
2,870
2,983
3,104
3,234
3,373
3,523
3,685
3,861
4,052
4,259
4,485
4,734
5,007
5,310
5,650
6,032
6,467
6,968
7,551
8,239
9,064

保険料表 ●契約日が2017年8月1日以降の保険契約に適用され る保険料率となります（ただし、ネオファースト生命は、今後、新たな保険契約に対して保険料を変更する場合があります）。
●保険料は被保険者の契約日における満年齢により決ま ります。
●記載以外の保険金額・保険料払込期間については、募 集代理店またはネオファースト生命へご確認ください。ご契約のお引き受けの限度や条件および保険料に関する内容については、「重要事項説明書（契約
概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」をご確 認ください。

●契約年齢および保険料払込期間などによって、払込保 険料累計額が保険金額を上回る場合があります。くわしくは募集代理店またはネオファースト生命へご確認ください。

月 払 保険金額：100万円
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上
皮
内

新
生
物

保
障
特
則

被保険者の喫煙状況が所定の基準に適合する場合、主契約に非喫煙者保険料率が適用され、ご契約の保険料
はこの特約を付加しない場合よりも割り引きされます。

非
喫
煙
者

割
引
特
約

主契約
特約・特則

保険金
の種類 支払事由の概要 支払額

以下のいずれかの事由に該当した場合
●責任開始期以後、初めて（責任開始期前の期間を通じて初めて）所定のがん（約
款に定める悪性新生物）と医師により診断確定されたとき

●責任開始期以後の疾病を原因として、以下のいずれかに該当したとき
①急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からそ
の日を含めて30日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働
や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が
継続したと医師によって診断されたとき

②急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院
または診療所において所定の手術を受けたとき

③脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日
を含めて30日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺
症が継続したと医師によって診断されたとき

④脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所
において所定の手術を受けたとき

責任開始期以後、初めて（責任開始期前の期間を通じて初めて）上皮内がん等（約
款に定める上皮内新生物等）と医師により診断確定されたとき

特定疾病
保険金

死亡されたとき死亡保険金

保険金額

低
解
約
返
戻
金
型

特
定
疾
病
保
障
終
身
保
険

主
契
約

死亡または特定の疾病（所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中）により所定の事由に該当された場合の
保障を一生涯にわたって確保できます。
上皮内新生物保障特則を適用した場合には、上皮内がんと診断された場合も特定疾病保険金のお
支払いの対象となります。

商品のしくみ

「ネオトリプル」しくみ図（イメージ）

1

主契約の責任開始期以後の保険期間中に、被保険者が死亡された場合、または所定のがん・急性心筋梗塞・脳
卒中による所定の状態になられた場合に保険金をお支払いします。
上皮内新生物保障特則を適用した場合には、上皮内がんと診断された場合も特定疾病保険金のお支払いの対象と
なります。
死亡保険金または特定疾病保険金はいずれか一方のみのお支払いとなります。死亡保険金または特定疾病保険金
をお支払いした場合には、この保険契約は消滅し、以後の保障はなくなります。なお、本商品には高度障害状態に
該当した場合の保障はありません。

保険金のお支払い2

本商品で支払われる保険金は以下のとおりです。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、
特約・特則については、ご契約に付加または適用する場合のみお支払い等の対象となります。

主契約・特約・特則の概要・保険金額

ポイント

1

保険料払込期間中の解約返戻金は、解約返戻金を低く設定しない場合の70％となります。保険料払込
期間中の解約返戻金の水準を低く設定し、低く設定しない場合に比べて保険料が安くなります。

ポイント

2

低解約返戻金型
特定疾病保障終身保険

主契約

ご契約

保険料払込期間
（低解約返戻金期間） 払込満了

一生涯
保障

●「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特
にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお
読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。

●「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要
や代表事例を示しています。支払事由・制限事項等の詳細や主
な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載
していますのでご確認ください。

重要事項説明書
（契約概要）

保険金をお支払いできない場合の概要は「注意喚起情報」を、詳しくは「ご契約のしおり・約款」（保険金のお支
払いなどについて）をご確認ください。

※特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取扱いはありません。

保障内容に関する注意事項

●責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、保険契約者または死亡保険金受取人の故
意等により支払事由に該当した場合、死亡保険金はお支払いしません。

お支払いできない
場合があります

◆死亡保険金について

解約返戻金

※保険料払込期間については、終身にわたり保険料をお払い込みいただく「終身払」もご選択いただけます。
※終身払の場合、保険料、解約返戻金は有期払のご契約に比べて低くなります。
※お申し込みいただく保険契約の保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料、保険料払込方法（回数・経路）等については申込
書（電磁的方法によるときは申込画面）の該当箇所を必ずご確認ください。

高度障害状態に該当した場合の保障はありません。また、保険料払込みの免除の取り扱いもありません。！

引受保険会社
ネオファースト生命保険株式会社
〒141-0032
東京都品川区大崎二丁目11-1 大崎ウィズタワー

https://neofirst.co.jpWebサイト

ネオファースト生命保険株式会社
コンタクトセンター

9：00～17：00（日・祝日・年末年始を除く）
※詳細は当社Webサイトをご確認ください。

受付
時間

0120-312-201

死亡保険金
または

特定疾病保険金

「ネオトリプル」の正式名称は「低解約返戻金型特定疾病保障終身保険」です。
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保険料の払込方法（回数・経路）は以下からお選びいただきます。

保険料のお払い込み4

保険料払込方法（経路）

保険料払込方法（回数） 月払・年払　※半年払、保険料の前納の取り扱いはありません。

保険料について

第 1 回  保  険  料：ネオファースト生命指定の口座へのお払い込み、指定口座からの自動振
　　　　　　　　　  替によるお払い込み、またはクレジットカードによるお払い込み
第2回以後の保険料：指定口座からの自動振替によるお払い込み、またはクレジットカードに
　　　　　　　　　 よるお払い込み

ご契約にあたっては以下の条件があります。

ご契約の引受条件（保険金額等）3

保険料払込期間 30歳～90歳払込満了（1歳刻みで設定できます）　※保険料払込期間満了まで10年以上が必要です。
終身

契約年齢

保険期間

20歳～85歳（満年齢）

終身

保険金額 50万円～3,000万円（＊2）（10万円単位）
（＊2）上皮内新生物保障特則を適用したご契約は300万円が上限となります。

◆非喫煙者の保険料割引（非喫煙者割引特約）について
被保険者の喫煙状況がネオファースト生命所定の基準に適合する場合、主契約に「非喫煙者割引特約」を付加することで、
非喫煙者保険料率が適用され、この特約を付加しない場合よりも保険料が割り引きされます。所定の基準は以下のとおりです。

◆保険料払込免除について
保険料払込の免除の取り扱いはありません。

【非喫煙者保険料率が適用される基準】
・過去1年以内に喫煙していないこと（喫煙には、紙巻タバコ、葉巻、パイプの他、噛みタバコ、嗅ぎタバコ、電子タバコ
等を含みます）

※告知に加えてネオファースト生命所定の検査で喫煙状況を確認させていただきます。受動喫煙（副流煙）等の影響で、喫煙反応が
あった場合には、「非喫煙者」基準に該当しませんのでご留意ください。

その他留意事項7

契約者配当金はありません。

契約者配当金6

◆契約者貸付、保険料の自動貸付、保険契約の復活の取り扱いはありません。
◆預金等との違いについて
本商品は、ネオファースト生命保険を引受保険会社とする生命保険であり、預金等とは異なります。

◆保険金のお支払いができない場合
「免責事由に該当した場合」「告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合」「詐欺による取り消し
の場合」「不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金のお支払いができない場合があります。

◆相談・照会・苦情の窓口について
「注意喚起情報」の　 相談・照会・苦情の窓口　　　をご確認ください。

◆一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」について
本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
詳しくは、「注意喚起情報」の　 相談・照会・苦情の窓口 指定紛争解決機関について　　　をご確認ください。

11

11

本商品は、保険料払込期間中は解約返戻金が低く設定されています。保険料払込期間中の解約返戻金は、解
約返戻金を低く設定しない場合の70％となります。保険料払込期間が終身のご契約の場合、解約返戻金は、
終身にわたり解約返戻金を低く設定しない場合の70％となります。
※本商品は、解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しています。

解約返戻金5

保険料の一部は保険金等のお支払い、また他の一部は生命保険商品の運営に必要な経費（販売、証券作成、
維持管理の経費等）にあてられます。これらの経費は保険種類・契約年齢・性別・経過年数等によって異なる
ため、一律の算定方法を記載することはできません。

費用について8

指定代理請求制度
被保険者ご本人が疾病により特定疾病保険金の請求の意思表示ができない等、被保険者が特定疾病保険金
を請求できない特別な事情がある場合は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理
請求人よりご請求いただくことができます。

P.16

P.16

◆特定疾病保険金について
●上皮内新生物保障特則を適用しないご契約については、上皮内がん等（非浸潤がん・大腸の粘
膜内がんを含みます）はお支払いの対象となりません。

●上皮内新生物保障特則を適用した場合、責任開始日からその日を含めて90日以内に上皮内が
んと診断確定されても、特定疾病保険金はお支払いしません。

●責任開始日からその日を含めて90日以内にがん（＊1）と診断確定された場合、特定疾病保険金
はお支払いしません。この場合、90日経過後に新たにがん（＊1）と診断確定された場合でも、責
任開始日から90日以内に診断確定されたがん（＊1）の再発・転移等と認められるときは特定疾
病保険金はお支払いしません。

●受けた手術が、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列
挙されている診療行為でない場合、お支払いの対象になりません。

お支払いできない
場合があります

（＊1）上皮内新生物保障特則を適用した場合、上皮内がん等を含みます。

保険料は、保険契約の内容・性別・生年月日・契約年齢・契約日（＝計算基準日）・保険料払込期間・
保険料払込方法（回数）により定まります。なお、契約日が変わったことにより契約年齢が変わる
場合などには保険料が異なることがありますのであらかじめご了承ください。（誕生日前のお申し
込みで、引受査定結果の確定後に保険料をお振り込みいただく場合などはご注意ください。）
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クーリング・オフ（ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除）1

重要事項説明書
（注意喚起情報）

◆「お申し込みの撤回等」について
書面によるお申し込みの撤回等は、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じますので、郵便により上
記期間内にネオファースト生命（裏表紙記載の住所）あて発信してください。書面に記載いただく内容につい
ては「ご契約のしおり・約款」（クーリング・オフ制度（ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除）につい
て）をご確認ください。また、ネオファースト生命Webサイト経由によるお申し込みの撤回等は、受付完了時
に効力を生じます。

◆「お申し込みの撤回等」ができない場合
債務履行の担保のための保険契約である等、お申し込みの撤回等をすることができない場合があります。

◆現在のご契約の見直しを行う場合
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の方は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の場合は、
新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

・告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約をお引き受けできなかったり、その告知をされな
かったために上記のとおり解除・取り消しとなることもあります。

◆傷病歴等がある場合
傷病歴等を告知された場合には、追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。ご契約をお断りするこ
ともありますが、条件を付けてお引き受けすることや、条件を付けずにお引き受けすることもあります。

●告知書等の質問事項について、以下の項目に該当する場合には告知義務違反としてご契約を解除することが
あります。
・故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合で、責任開始日
から2年以内のとき

・責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合
●ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはでき
ません。

●ご契約が解除される場合で、既に保険金をお支払いしている場合には、その金額をネオファースト生命にお返し
いただきます。

●告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として、保険金のお支払
いができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取り消しとな
ることがあります。また、既にお払い込みいただいた保険料はお返ししません。

告知内容が事実と相違する場合！

●お申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を
ご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。

●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「契約概要」
「ご契約のしおり・約款」に記載していますので必ずご確認ください。

健康状態等の告知2
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障し合う制度です。健康状態のよくない方や危険
度の高い職業に従事されている方等が無条件で契約されますと、保険料負担の公平性を保つことができま
せん。従って、ご契約のお申し込みに際して、過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、職業等
についての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務（告知義務）がありま
す。

●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについてお尋ねします。健康状態等、告
知書等でお尋ねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。

●生命保険募集人（募集代理店を含みます）に口頭でお話しいただいても、告知したことにはなりません。
また、生命保険募集人（募集代理店を含みます）は告知の要否は判断できません。告知に関するご質問は、
ネオファースト生命にご確認いただく必要があります。

●ネオファースト生命の確認担当社員またはネオファースト生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申し
込み後または保険金のご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容等について確認させてい
ただく場合があります。

●お申込者または保険契約者（以下「申込者等」といいます）は、ご契約の申込日（＊）または第1回保険料をお払
い込みいただいた日のいずれか遅い日（「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約（第1回保険料
を口座振替またはクレジットカードによりお払い込みいただくご契約）の場合は、ご契約の申込日）から、その
日を含めて15日以内であれば、書面または電磁的記録によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回ま
たはご契約の解除（以下「お申し込みの撤回等」といいます）をすることができます。ネオファースト生命では、
電磁的記録でのお申し出の主たる窓口をネオファースト生命Ｗｅｂサイトとしています。

撤回等の
期限

お申し込み

15日以内

〈責任開始期に関する特則が適用されていない場合〉
第1回保険料を振込によりお払い込みいただくご契約

〈責任開始期に関する特則が適用されている場合〉
第1回保険料を口座振替またはクレジットカードによりお払い込みいただくご契約

第１回
保険料
お払い込み

撤回等の
期限

お申し込み

15日以内

「お申し込みの撤回等」の期限

（＊）生命保険契約申込書を記入いただいた日（電磁的方法によるときはお申し込み内容の最終確認をしていただいた日）をいいます。
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払込猶予期間・失効5
●保険料は払込期月（保険料をお払い込みいただく月）内にお払い込みください。払込期月内にお払い込
みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。

●第2回以後の保険料のお払い込みには以下のとおり猶予期間があります。猶予期間中にもお払い込みが
ない場合、ご契約は効力を失います。なお、本商品には、失効したご契約の復活の取り扱い、保険料の自動
貸付の取り扱いはありません。

解約と解約返戻金6
●解約返戻金は、年齢・性別・経過年月数・払込年月数等によって異なります。特にご契約後に短期間で解約さ
れた場合には解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

●「低解約返戻金型特定疾病保障終身保険」の場合、保険料払込期間中は解約返戻金が低く設定されており、
保険料払込期間中の解約返戻金は、解約返戻金を低く設定しない場合の70％となります。年齢・性別・経
過年月数等によっては、保険料払込期間満了後に解約された場合でも、解約返戻金が払込保険料累計額
を下回ることがあります。

猶予期間

払込期月の翌月初日から翌々月末日まで

※払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで（契約日に
関する特則が適用されている契約の第2回保険料については契約
応当日の属する月の初日から翌月末日まで）のことをいいます。

翌々月
末日

翌月
初日

猶予期間

翌月当月 翌々月

払込期月

◆ご契約の失効
保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合

◆詐欺による取消し・不法取得目的による無効
保険契約について詐欺によりご契約が取り消しとなった場合や、保険金の不法取得目的があってご契約が
無効になった場合

保険金のお支払いができない場合4

◆責任開始期前の発病
責任開始期前に発生していた疾病を原因とする場合

◆告知義務違反による解除
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合

◆重大事由による解除
保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき、他の保険契約（他の生命保険会社の保険契約を含む）との重複に
より保険金額等の合計額が著しく過大となるときや、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が暴力団関
係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約が解除された場合

以下のような場合等、保険金のお支払いができない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確
認ください。

責任開始期（保障の開始時期）3

※ご契約のお申し込みをネオファースト生命が受けた時とは、生命保険募集人が生命保険契約申込書を受領した時（電磁的方法によるとき
は申込手続が終了した時）をいいます。

※生命保険募集人は、お客さまとネオファースト生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従って、保
険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してネオファースト生命が承諾したときに有効に成立します。

がん以外の保障 保障開始

がんの保障 責任開始日から90日 保障開始

主契約の責任開始日

がんの保障については、主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがん（＊）と診断確定されても、特定疾
病保険金はお支払いしません。
(＊)上皮内新生物保障特則を適用した場合、上皮内がん等を含みます。

ご契約のお引き受けをネオファースト生命が承諾した場合には、以下の時から保障が開始されます。

責任開始日

第１回
保険料
お払い込み

告知 保障開始

◆「責任開始期に関する特則」が適用されて
いないご契約（第1回保険料を振込によりお払
い込みいただくご契約）
・第1回保険料をネオファースト生命が受け取った
時または告知が行われた時のいずれか遅い時

◆「責任開始期に関する特則」が適用されてい
るご契約（第1回保険料を口座振替またはクレ
ジットカードによりお払い込みいただくご契約）
・ご契約のお申し込みをネオファースト生命が受け
た時または告知が行われた時のいずれか遅い時

責任開始日

お申し込み 告知 保障開始

「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約のお払い込み！
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約については、以下のとおり取り扱います。
①第1回保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
②①のお払い込みにあたっては、①の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、
その猶予期間内にもお払い込みがない場合は、ご契約は無効となります。
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現在のご契約の見直し7
現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申し込みをご検討されている方は、特に以下の点に
ご注意ください。

●解約・減額の際に払い戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料累計額（減額の場合は減額部分に対応
する保険料）よりも少なくなるか、もしくは解約返戻金がない場合があります。

●新たなご契約は、被保険者の健康状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。
●新たなご契約の保険料は、新たなご契約時点での被保険者の年齢で計算されます。また、保険料の基礎とな
る予定利率・予定死亡率等が、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。例えば、予定利率が
引き下げられることによって保険料が引き上げられる場合があります。

●新たなご契約は告知義務違反による解除、責任開始日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病等、保険金
をお支払いできない場合があります。



保険会社が破たんした場合等10
●ネオファースト生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員であ
る生命保険会社が経営破たんに陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が
図られますが、ご契約時にお約束した保険金額の削減等、契約条件を変更することがあります。

●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額が削減されることがあり
ます。

０３-３２８６-２820
https://www.seihohogo.jp/

[月曜日～金曜日] 9：00～12：00、13：00～17：00
※祝日・年末年始を除く

受付
時間

Webサイト

≫生命保険契約者保護機構

生命保険と税金について8
税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。個人に関する
税務の取扱いの代表例については以下のとおりです。具体的なケースにおける詳細や法人にかかる税務の取扱
い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。

◆生命保険料控除
生命保険料控除枠には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」がありま
す。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円（合計で最高120,000円）、住民
税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円（合計で最高70,000円）となります。
本商品についてお払い込みいただいた保険料は「一般生命保険料控除」の適用を受けることができます。

◆死亡保険金の課税の種類
保険契約者（保険料負担者）、被保険者および保険金の受取人の関係によって、つぎのとおり死亡保険金に
対する税金が異なりますのでご注意ください。

◆特定疾病保険金の税法上の取り扱い
特定疾病保険金は、受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の
親族である場合、全額非課税となります。

保険契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、他の死亡保険金等と合算
の上、「生命保険金の非課税枠（500万円×相続税法で定める法定相続人数）」が適用されます。

保険金の支払事由が生じた場合9
●お客さまからのご請求に応じて保険金のお支払いを行う必要がありますので、保険金の支払事由が生じた
場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合についても、すみやかに
ネオファースト生命コンタクトセンターにご連絡ください。

●支払事由、ご請求手続き、保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のし
おり・約款」にも記載していますので併せてご確認ください。

●ネオファースト生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、保
険契約者のご住所等を変更された場合には必ずご連絡ください。

●被保険者ご本人が疾病により保険金の請求の意思表示ができない等、被保険者が保険金をご請求できない特
別な事情がある場合、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求する
ことができます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

●指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。

0120-226-201 9：00～17：00（日・祝日・年末年始を除く）
※詳細は当社Webサイトをご確認ください。

受付
時間

https://neofirst.co.jpWebサイト

ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター

契約形態

死亡保険金

契約例
税法上の取り扱い

保険契約者と被保険者が同一人 相続税

所得税（一時所得）
・

住民税

贈与税保険契約者、被保険者、受取人が
それぞれ別人

保険契約者と受取人が同一人

保険契約者 被保険者 受取人

本人 本人 配偶者

本人 配偶者 本人

本人 配偶者 子

相談・照会・苦情の窓口11
●生命保険のお手続き（ご契約内容の変更等）やご契約に関する苦情・相談につきましては、ネオファースト生命
コンタクトセンターへご連絡ください。

•本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
•一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により生
命保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話に
てお受けしております。

•なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則とし
て1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機
関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

•生命保険相談所および、全国各地の連絡所については、上記のネオファースト生命コンタクトセンターに
てご案内いたします。

指定紛争解決機関について

https://www.seiho.or.jp/Webサイト

≫一般社団法人 生命保険協会

0120-312-201 9：00～17：00（日・祝日・年末年始を除く）
※詳細は当社Webサイトをご確認ください。

受付
時間

https://neofirst.co.jpWebサイト

ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
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ネオファースト生命のWebサイトは下記のブラウザでご覧いただくことをお勧めいたします。ただし、ご利用環境によっては
正常に表示されない場合もございますのでご了承ください。
●Internet Explorer 10.0、Internet Explorer 11.0　●Safari　※SafariはApple Inc.の商標です。　●Google Chrome
※PC用のWebサイトは、タブレット端末、スマートフォン端末では正常に動作しない場合がございます。

推奨環境

●お申し込み時に冊子でのお受け取りを選択された場合、冊子の「ご契約のしおり・約款」を郵送にてお渡しします。
●お申し込み時に「Webご契約のしおり・約款」を選択された場合で、冊子でのお受け取りに変更を希望される場合は、ネオファース
ト生命コンタクトセンターまでご連絡ください。また、お申し込み前にお受け取りをご希望の場合にも、ネオファースト生命コンタ
クトセンターまでお申し出ください。

「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」はPDF形式で閲覧、ダウン
ロード、保存することができます。
・「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項について記載したものです。
・「契約概要」はご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を、「注意喚起情
報」はお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。

「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご利用の際には、必ず内容を
ご確認のうえ、お客さまご自身のパソコンやスマートフォンなどで保存、またはお客さまご自身で印刷・保管く
ださい。

「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」の閲覧にはパソコンやスマートフォンなどのインターネット
環境が必要です。また、インターネットブラウザおよびPDF表示ソフトのインストール等が必要となります。機種・OSによりご利用できない
場合がございますのでご注意ください。ご利用ができない際には、速やかにネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。

 <https://neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/>へアクセス
ご契約の「商品名」から該当の「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・
注意喚起情報)」をご覧ください。
ご契約成立後に送付される「保険証券」に記載のあるＱＲコードより直接アクセスいただ
くことも可能です。
※ご契約をご検討中の方は、最新版をご確認ください。

Webサイト

「Webご契約のしおり・約款」
「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」のご案内
いつでもパソコンやスマートフォン等を利用して、
「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を
ネオファースト生命のWebサイトでご覧いただけます。
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